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ウェブナーの原佃管理果践

- 実務家の見地 (2)-

田 井 修 司

Ⅰ は じ め に

ウェブナー (上､･E･Webner) の原価会計観を取 り上げる意味は,従来の標

準原価計算論oj研究において,彼oj見解が十分に評価 されていないに もかかわ

らず,す くれて実践的な原価管理思考によって特徴づけられているからである｡

前稿では,管聖視点から彼の原価会計観の全体像を分析 した｡そして,彼の

見解の特徴が,作業時間の決定 と報告の載量を大 き(労働者に依存する見積原

価計算を批判 して,企業間競争 と労務管理の二つの視点か ら原価管理を捉え,そ

れを科学的管坪 との関連で重視 しただけではなく,労務管坪の不可欠な条件 と

して標準原価の弾力的運用を強調する点にあることを明らかに したのである1)｡

当時,科学的管理法,ないし,原価管理に対する労働者の抵抗は,かかるウ

エブナ-の指摘する問鼠 点に沿 って展開 していた とみることができようO労働

運動の指導者は科学的管理法を,作業の標準化 と刺激的賃金制度によって,労

働者から精神的な ｢計画性｣を奪い,｢精神労働の専門家｣ と ｢純粋な肉体労

働者｣を分離 して,後者を機械の付属物に転化するものとして位置づけ,｢労

務管理の科学｣に反対 していたのである2)0

また,組織的な労働運動の側面か らだけではなく,科学的管理法に対する労

1) 拙稿,ウエブデーの原価会計観 ｢題済論叢｣,第124巻,第3 4号,昭和54年9･10月,92

2) JohnP.Prey."LaborLeader'sVLew OfSclentl丘cMaIlagement",77Z,eFou7uiyy.Vo1

42,No9,Sect1914,pp 353-354 ウ-ブナーEacEoryaJtSが出版された1911年に ｢鋳物
工労働組合 (theMoldersUnion)と国際機械=労働組合 (thelnternationalAs紺C】atlOmOf

Machlll.StS)とは,7~イラーyスフムに対して敢然と立ち上っていった｣のてあり,ジョ-/･.′
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働者の自然発生的な抵抗をもみることができる｡当時,時間研究の第一人者 と

目されていた ドワィ トV.メ l)ッ ク (DwlghtV Merick)がウォータータウ

ン兵器廠 (Wa亡er亡Own Arsenal) で行 った時間研究に端 を発 した,鋳造所の自

然発生的なス トライキはその典型的な事例 といえよう∂).

こうした具体的な情況に対崎 しつつ,原佃管理の導入を推進 した実務家 ウエ

ブナ-の原価管理実践o)考察によって,当時の能率技師たちの見解を,一層,

実践的に具体化 した実務家の見地 を明らかにできれば, ウエブナーは ｢原価管

理 を主眼 とする標準原価計算につ らなるものではない｣4) と評価 されている松

本教授に代蓑される従来の研究に新 しい問題提起をなしうるの では なか ろ う

か｡

前稿につづ く本稿は,かかる問題意識か らウエブナーの原価会計観の全体像

のなかに,彼の原価管理実践を位置づけ,テイラーを始め,-7-スソ,チャ

ーチら能率技師の見解 と対比することによって,原価計算史上におけるウエブ

チ-の再評価を試みることを課題 としている｡

ⅠⅠ ウエブナーの標準概念

ウエブナ-の原価会計観にあっては,すでに検討 したように,原価管理は賃

金制度 との関連で分析されている5)｡ 彼は,賃金制度を問題 とする場合,労務

費だけではなく間接費の切下げの視点から,割増制度の利点を明らかにしてい

たのである6㌔ っま り, 割増制度の採用によって, 作業時間の 節約に加えて

＼p.フレイは当時,TheZnLernaLwnalMuder3JoumaZの編集者であった｡後に,フレイは,
ア}リカ労働総同盟の執行委員会によって,,i;キンー調査の労働運動の代表委員に選ばれている
(Mll†onJNadwoTny,ScZentがcManage77Ze71tandaeU71ゐn31900-1982.D 55,p

88.小林庚助訳 『科学的管理と労働組_合』BOべ-ジ,134ページ｡)

3) MaxIIC.Brombacher,̀ T̀heWatertownArsenalI_8borTroubleH,TheITV)n A ge,

Vo189,No.2,Jam,1912,pp.168-169
4) 松本雅男r標準原価計算論』昭和37年,35ページ｡

5),6) F E Webner,"ObtalningActualKnowledgelotthe CostofProductlOn",The
EngZneer叩gMagaElne,Vol,35,No 3,June,1908,pp-346-347F E Webner,Factory
G)sis,1911.pp51-54
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｢同様に間接費も節約 される｡けれ ども,かかる点は労働者の賃金には考慮さ

れないし,また,実阪上.製造業者の明確な利益 となる｣7)か らである｡

そこで,原価管理に直結する割増制度について,ウエブナーの見解を取 り上

げ, ｢割増制度の基本思考｣8)をなす業績標準 としての ｢標準時間｣9)の内容を具

体的に検討 して,彼の標準概念の内容を明らかに しておきたいo

主 として労務管理の側面から原価管理を捉えたウエブナ-が最 も重視 したの

描,労資間の対立由週の問題であった10㌔ 割増制度の導入においても,当然,

予想され うる労働者による抵抗は彼の注 目する問題 となっている｡

例えば,割増制度の導入に対する何 らかの重大な反対が予測される場合,徳

はその対応策を次のように示 しているO まず, ｢信頼できる数人の労働者｣11)

杏,割増給で,T場の各分野に配置 して,彼 らには ｢かなり良い稼 ぎ｣12)穀保

障する｡そして, ｢同僚たちの羨望をあお り,反対者自らが割増給 〔の採用〕

をうるさく要求し始砂るまで｣13), あらゆる機会 を捉えて′ 割増給の採用によ

る賃金の増大を彼 らに誇張 させるのであるo さらに,ウエブナ-は, こうした

｢す くれたjjL法｣14)は ｢めったに失敗 しない方策｣15)である, とまで断言する

のである｡

かかるウエブナーの実践的視点は,割増制度において標準時間 となる ｢許容

時間 (timeallowance)｣16)の決定を論じる際に.一層,明確になってくるO こ

の許容時間の決定は,その細 目に完全に精通 した実務家によって遂行されるべ

き仕事であって,職長会議によるすべての作業の標準化,ならびに,その作業

を遂行する各部門の決定か ら始まる⊥7)｡

つついて,標準時間の設定方法が問題 となる｡ ウエブナーは,ある標準作業

を遂行する個々の労働者の作業時間を集計 して,まず,平均作業時間を算定す

7〕 F E Webner,Facわ7･yCbsts,1911,p 114

8).9) Zbid,p 114

10) 拙痛,前掲論文二,86-87ページD
ll),12),13),14),15) F.E Webner,opCZE,p 125

16),17) Zbzd,pp 125-126
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る｡そ して.この平均数値か ら10パーセン トの作業時間を控除 した数値を許容

時間 とみなしている18)｡だか ら,｢この数値は,実際上,労働者に とって,た

いへん寛大 な許容時間 (a very llberalpremlum allowance)であろう｣19'と

い うことになる｡

したが って,労働者は,大抵,許容時間内に作業 を終 えることができ.時間

の縮少は,許容時間の25パ-セン トか ら,特には,50パーセ ン トに及ぶまでに

なるとウエ ブナーはみている20㌔ このように.彼は許容時間の ｢寛大 さ｣ を認

めた うえで,｢ひとたび決定 された許容時間は短期 (shortofa year) に変

更 されるべ きではない｣21)とつけ加えるのであるO

また,許容時間のより実際的な設定方法 として,能力の似かよった二人の労

働者の競争によって,標準時間を決める二方法を提案 している22)n労働者問の蘇

争 を利用することに よって,二人の労働者のそれぞれの長所が比較的短時間内

に判定 されるのである｡両者の優劣が明確に決する とす ぐ彼 らは競争 を止めて

しまうが, しか し,｢この点に到達する以前に｣28), 能率的 な作業速度を決定

することができるとウエ ブナーは断定 しているO

このように,許容時間を設定する彼の実際的方法 を明 らかに した うえで, こ

うした実践的視点か ら,彼はテイ ラー (F.W.Taylor)の課業管理の考察に移

っている｡周知のように,テイラーの標準時間は,｢一流の労働者に よっての

み達成可能な相 当困難な｣24),厳格慶の高い もの として捉えられている｡ ウエ

ブナーは,かかる標準を l理論的理想 (theoreticalbest)｣25)標準 として位置づ

け,次のようにつづけている｡

テイ ラー シス テムには ｢考慮 されるへ き二つの基本的仮定がある｣26)0-つは,

ユS),19).20) Ibzd,p 126
21) ZbLd,p126ウエブナ-は許容時間の更新を,機械の喜入,その他の｢朗らかな,疑問の余

地のない原因｣がある場合に限定して行うと述べているD
22).23) Zbzd,p 127
24) FrederickW Taylor,Sh(ゆ ManagemenL.1911p 1368テイラーの科学的管理法は,製

造過塁を管理対象として,時間研究,動作研究によって課業 (task)を設定し,刺激的な賃金制
度と結合して,能率の増進をはかる管理制度である｡

25),26) F E Webner,oi,cit,p127
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適切に指導,訓練されるならは,労働者はテイ ラーの理想標準を達成でき.二

つは,労働者は十分に報酬が与 えられるならば,ティラ-の理想標準 を達成す

るであろうとい う二つの仮定がそれである27㌔

そ して, ｢かかる原則の成功的な適用は次の実際的諸条件に依存する｣28)と

述べ,テイ ラーの課業管理の四原理を列挙 している"I.そこでは,第一の原理

である課業の設定について, ウエブナ-は ｢この原理が より広範に適用されて

いない とい う事態は,その適用がいかに容易になされ うるかに関する認識不足

に よる｣30)と批判 して,彼の許容時間の設定に関する捉案を,テイラーの理想

標準,ない し,課業管理 を実践的に具体化 した もの として位置づけているので

ある｡

テイ ラーの理想標準 穀前述 した二つの仮定を媒介に して捉 え.その達成のた

めの実践的な具体化をはか ったウエブナーは,つついて,テイラーの理想標準

と区別 される彼の標準概念を次のように説明する｡ ｢標準は公平で,達成可能

な,そ して,無理 なく安定的な ものである とい う配慮がなされねばならない｣al).

標準が あま りに高す ぎる と労働者 を落胆 させ,低す ぎる標準は超過支給 とな り,

標準のたび重なる更新は制度全体 を不評判にするか らである32)a

とくに,かかる標準の安定性を強調 した うえで,彼は ｢か なり安全 なルール

は,平均的労働者に,平均的諸条件の もとで,平均的努力に よって,通常の日

賃率で稼 ぐことができる通常の賃金 を保障する標準時間を設定する こ と で あ

る｣33)と述べ, 標準概念を明 らかに して, この標準において, ｢かな り優秀な

労働者｣84)にはノ 通常の賃率を25パーセン トか ら40パーセン ト上LElる割増賃金

を保障すべ きである ともいっrLいる85)0

27).28) F E.Webner,Oや.cd,p 127

29) FrederlCkW .Taylor,ojb.clt,P.1368テイラーの四原理は,1)高い日々 の課業,2)標準
作業条件,3)課業達成に対する高い報酬,4)課業達成に失敗した場合の損失,である｡さらBこ,
ティテ-紘,課業の厳格度に関して,｢課業は,一流の労働者によってのみ達成可能な相当困難
なものとして,設定されるべきである｣という第五の原理をつけ刀口えるべきであると述べている
が,しかし,ウェブナーはこの原理を除外している｡(F.E Webner,op cz'J,pp.127-128)

30) F E Webner,Ob cl1.,P 127
31),32ー),33),34),351Zbzd,I)129
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明らかに,ウエブナ-は, ｢一流の労働者｣ を排除 して, ｢平均的労働者｣

によって遂行される作業時間を,標準時間 として捉えているのである｡ しか も,

こうした標準時間の管理的性格について,彼は.標準時間の実際的な運用上の

留意点に注意を喚起するなかで次のように語っている｡

留意すべ き一つは,標準の安定性の問題であるo労働者の熟練の発達に対応

して,当然,標準時間の達成度に仙じた賃率の上昇が予想 される｡ こ0)上昇は,

時には,通常の賃率を法外に上回る場合 もあ りうるO しか し,梯械の導入等の

明らかな要因がない限 り,従来の標準時間を維持 した方がよいのである｡その

理由は,標準時間の達成度に応 じた利益は,ひとり,労働者だけの ものではな

く, ｢経営者 も,同様に,製造原価のいかなる対応的な高騰 もなく,大 きく増

大 Lた利益を受けている｣86)からにはかならないO

二つは.さらに積極的に,標準時間の短縮をいましめて, ウエブナーはいうO

標準時間の切下げが繰返 しなされる場合, ｢もし仮 りに,労働者が,彼の仕事

に興味を失い,企業 を築 き上げるよりも,む しろ.労働取合 を強 くする方向に

"能率的努力 "を懐けた としても-･･･確かに労働者を批判する こ とは で きな

い｣37㌔ というのは,労働組合に よっても, ｢優秀な労働者｣38)はめったに彼に

値する賃金額のすべてを獲得 していない し,また,彼 らが 自分の努力は十分に

報われるとの確信を持っならば,労働組合ではなく, ｢工場の旗の もとに,徳

の協力を得ることは困難なことではない｣89)か らである.

ここにみるように,ウエブナーの標準概念は,当時,労働者か ら抵抗をうけ

ていたテイラーの理想標準を実践的に具体化 しただけでなく,管理的性格 とし

ては,原価管理の側面に加えて,労務管理,さらには.労働組合対策を十分に

患識 した内容を担っているのである｡_そ して,今や, ｢高賃金による能率的作

業｣40)とい う理想的条件れ 適切な管理によって, ｢まった く達成 可 能 な理

想｣41)となるとウエブナーは宣言するのであるO

36).37).38).39) Ibidりp 130

40),41) Zl･2d,刀 131
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しか も,他方では, ウエブナ-は,かかる弾力的な標準の運用においても,

時間研究,動作研究 といった技術的な調査の重要性を十分に心得ているのであ

るO彼は,すへての労働者がかかる標準を達成するまで,さらには.達成後に

おいても,労働者のたえざる指導,監督,訓練の必要性を強調 してお り, この

点での能率技師の役割や時間研究,動作研究の活用が,ガント (H.L Gantt)

の実際的な事例に依拠 して,説明されているのである42㌧

以上に検討 したように, ウエブナ-はテイラーの理想標準に対置 して,実践

的で弾力的な標準概念を明/Tlしたのであるが,さらにすすんで,かかる標準の

原価管理への適用を明らかにすることが次郎の課題であるD

III ウエブナ-の標準原価計算論

ウエブナーの標準原価計算諭は リス ト･パーセ ンテージ法 としてよく知 られ

ている｡彼によると,｢1)ス ト･,く一七ソテージ法 という名称は,各部門におけ

る各製造原価要素が- 事前に決定 されて- 任意の リス ト･プライスの比率

として示 されている, とい う特徴的事実に由釆する｣43)のであるO この原価計

算法の適用対象は量産品 ならびに,標準規格品を製造する企業に限定 され44),

その計算構造は次のようになっている｡

リス ト･,く-セソテ-ジ法は,まず,製品別に.各製造原価要素の賦課額を

事前に決定 し7:, 1)ス ト･プライスを設定するo彼によれば, この 1)ス ト プ

ライスは, ｢売価｣45)であることが多いが,｢売価に達する基準｣46)であっても

差 し支えない｡ また,時には, l実際原価を秘密にするための表示 として｣47㌧

虚偽の数値が選建 される場合 もある｡そ して,この リス ト･プライスの比率と

42) Iba ,pp 132-135 なれ ウエブデーが引用しているガ/トの著書は Work Wagesand

P'ofLs(pp 144-147,p 159)である｡
43) Zbzd,p 270

44) Zbzd,pp 27ト27Zこれらの集塵は,石鹸,メ/､コ,-//プル鉄,煉瓦.綿布.小麦粉等の量
産品.ならびに,農政具,家具,釘,毒兵,靴,混合塗料,ロ-プ等の標準規格品である｡

45) Zbid,p 270
46),47) Zbzd,p 273
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第1表 部門別原価構成比率表 (%)

(出所) F E Webner,Facto7-yCosts,1911,p 272

第 2蓑 リスト･プライス構成比率麦 (%)

(出所) F E Webner,opcLt,p 274

して,事前に決定 した各部門別,要素別製造原価が表示 され, この原価構成比

率が リス ト･パーセソテ-シと呼ばれているのである｡

そ こで, リス ト･プライスを100パ-セ ン トとして, リス ト･パー七 ソテー

ジを図示 したのが第 1表であ り,第 2表は, リス ト･プライスを総販売仙格 と

して表示 した ものであるD第 1蓑 と第 2表o)関連において, リス ト.プライス

は ｢製造原価の決定 と何 ら必然的な関係はない｡主 として,製造原価に対 して.

原価比率 (11日tpe rCCntagePrice)が選定 される｣48)のであ り, ウエブナ一に と

っては,第 1表が重要 なのである｡

このように製造原価 を原価比率 として表わす利点は ｢計算,記録,比較,お

よび,必要な時の修正｣49)が容易な点にあるが, しか し,｢実務的には,会計 巨

48) Ibzd,p273
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第3蓑 部門別標準原価表

(出所) F.E Webner,oPcz'E,p 273･

的のために,原価比率表は,通常,金額に換算される｣50)のであるDいま.第

1蓑に基づいて, 製品一単位の リス ト･プライスを12.50トル, 実際生産高20

単位 と仮定 して,原価比率を金額に換算 した ものが第 3蓑であるO

計算式で示す と,例えば,A部門の材料費は $1250×7% ×20-$1750 と

なる｡ この数値はA部門の材料費勘定に貸記され,そ して,当該部門の朋料費

実際発生額が借記 され 両者の比較によって,正常な原価か らの-だた りが示

されることになるOかかるウエブナーの ｢リス ト･パーセンテージ法にあって

は, リス ト･プライスとその比率が標準化された原価である｣51)といわれ て い

る｡

さて,そこで, ウニフナ-の標準原価の内容に立ち入った検討を加えておこ

う｡以上にみた ｢リス ト･パーセソテーン法は,個々の工場において現存する

諸条件 と能率標準cr)もとで,最大限o)可能性 と,最低限の部門別作業に関する

必要条件が認識されている工程においてのみ役立つことができる｣5巳'のであるO

こうした前鍵のもとで,ウニブナ の標準原価は, ｢正常な状態における適正

な平均原価｣53)を表わすのであるUまた, かかる標準原価の機能については次

のように説明されているO

49).50) Iba ,p275,

51) Jbだ才,p.276
52) ｣格 d .pp 270-271

53) Ib7d.p 276.
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｢大抵,標準原価は実際原価に近似 している- 通常,全 く安全に,標準数

値 を売価決定の基準 としうる程近 くにO しかしなが ら.それ ら 〔標準数値〕の

主要な機能は,騰落いずれであろうとも,原価変動を明確に示 しうる比較基準

を与えることである｡ リス ト･パーセソテージ法の標準数値はこの任務を果す

てあろうO原価 を切下げ､るに違いない能率的作業が進行中であれば,経営者は

達成 される原価切下げを敏感に示 しているような標準をもっのである｣5̀〕o

こうしたウエブナ-の見解からすれば,彼の標準原価は,すでに前節で分析

した標準概念を原価計算の分野に適用 した もの と理解することができるOそれ

とともに,彼は,標準原価の機能を,_-っの視点か ら把振 している といえようO

-つは.企業間競争の視点か ら, ｢全 く安全な｣売価の決定基準 として,二つ

は,実際原価の ｢比較基準｣ として,能率の視点,すなわち,労務管理の視点

か ら,標準原価の機能を捉えているのである｡ このように,企業間競争 と労務

管理の二つの視点の,いわば,接点に,標準原価を位置づけている点 こそ,ウ

エブナーの原価管理思考の実践的特徴なのである55)D

したがって,彼は ｢公平で,達成可能な,そ して,無理なく安定的な｣58)標

準概念を,標準原価に適用 したのであって,事前に決定する製造原価,ないし,

原イ乱比率が ｢実際原価に一致することを♯調した｣57)として も,何 らウエブナ

ーが標準原価の ｢原価管理への役立ちを強調していない｣58)ということに は な

らないOそ うではなくて,む しろ,主 として,労資間の対立回避 といった労務

管理上の莫講か ら,理想標準 と区別された弾力的な,いわば,当座標準を標準

原価に適用 したo)である｡彼cr)見解においては,標準原価の弾)J的運用は不可

欠な ｢能率の必要条件｣ であることを見失 ってはならない59)O

54) )bid,p 277
55) 企業間競争と労務管理の二つの視点から原価管王里を探えるウエブナーの見解は.初期の論文以

来,一貫した主張となっている｡この点については,拙稿,前掲論文,77べ-i/を参磨された
､､_

56) F E Webner,Op clt,P 129

57),58) 松本,前掲亨,35--ジ｡
59) 才出稀,前掲論文,87ページo
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まして,彼が ｢リス ト･パーセ ンテージ法において使用される任意の数値は,

達成可能であるほ ど,実際原価に近つ く,けれ ども,実際原価を何 らかの理由

で信煩できる 1-2 名の労働者に とどめておく場合には, リス ト.プライスqこ

全 く虚偽oj数値 を使用 しうる｣60)と述べる時,彼は リス ト.パー七-/チ-シ法

の猫用 を, ｢労働省や 〔企業〕外部者｣川 に対する管現視点か ら一貫 して位置

つけているのであ-ノて, リス ト･パーセソテージ法は ｢製品原価の計算を目的

とする｣62) とは, とても,結論で きないであろう｡

ところで.かかるウエブナ-の標準原価思考が-マースソ(H Emerson)に

負 っていることは彼 自身の認める ところである｡ ウエブナ-は, ｢標準原価は

企業 という船が正 しいコースを毎月とるための コソパスである｣ba)O｢予定原価

(predetermlned cost) は, 非常に多 くの実際上の価値 をもっているが,ただ

一つ とろにたらない欠陥 をもっている｡ -その 欠点 とい うのは, 予定総原価

(prede【ermlned totalcosts) が同 じ期間の実際費用 と一致 しない点である｣64'o

Lか し, この不一致が とろにたらないのは,恒星年 と太陽歴の不一致,磁極の

北 と真実の北極 との不一致等 々, これ らの不一致が重要でないの と同様である

とい う-マ-ス ンの ことばを引用 して,積極的に標準原価 を弁護 しているので

ある65㌔

しか し, これ までの検討か ら明 らかなように,ウエブデー0)見解が,実務家

の見地か b,エマースソC,)標準原価思考 を,一層,実践的に具体化 しているこ

ともみのがせないであろ う｡かかる点は,部門別,原価要素別の原価勘定にお

ける標準原価 と実際原価の比較, さらには,期末仕掛品の評価 をつ うじた原価

差宅頁の処理 をすべて-股会計の簿記機構に統合 しただけではなく88),原価管理

60).61) F E Webner,op cw,p 277

62) 松本,前掲書,35ぺ-ゾ｡

63),64〕 F E Welm l̀r,OZ･√lf,r,276,Ti Em erson,Ejfkze'ICyaSaBaszsforOpe7-allow

andWages,1912,3ed,pp 176-177

65) - -ー スソの標準原価思考については,拙稿,TheEnglneerlngMaga2.1neと原価管三重,｢経

済論輩｣,第123巻,第1 2号,昭和54年 1I2月号,100-101べ-ゾを参府されたい｡
66) F E Webner,op c7t,pp 209-211. ウエ ブナーは,標準原価と実際原価の原価差額を,

｢棚卸差扱引当金勘定 (reserveaccountforvarlatlOnOfwelghtsandmeasures)｣また/
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を企業 間競争 と労務管理 の視点か ら位置づ け,主 として,労務管理上 の要 請か

ら,標 準概念, さらに,標準原価 の弾 力的運用 を明確に主張 した点にみ る こと

が で きよ う67㌔

しか も, ウエ ブナ ーは原価 変動 の差異原 因の分析 について も示唆 を与 えてい

るので ある｡ l)ス ト･パ ーセ ンテージ法の捺準原価比率 と,時 々実施 され る検

証 (Lest)に よる原価比 率 と0)比較が それ であるO｢もし,〔向暑 のコ 差異 が発

見 され るな らば,差 異原因が判定 され る｣68)のである｡ こO-)判定にお いて,級

が最 も重視 したのは,労務費 だけでな く間接費 の切下げに直結す る作業時 間に

関す る情報 であ った69). その分析に よ り,個 々の労働者. また, ｢請負制度

(contractsystem)｣ の もとでは,職長 の能 率が判定 され 70), その結果,｢能

率的 な方法が原価 を切下 げ ている場合 は｣71),標準 の安定性 を考 慮 しつつ′｢標

準 原価 構成比率 (standard lュstPerCentageS)｣72)が更新 され るの であるO

そ こで,次に, ウエブナ-が最 も重 視 した問題 で あ り, また, 当時 の原価管

理 の中心 とみ な され ていた間接費管理 につ いて検討 して, ウエ ブナ-の原価管

理実践 における原価 差異, と りわ け,操業度差異に 関す る認識 の成熟度 を確定

してお きたいo

＼は ｢減損 什損費引当金勘定 (reserveaccount forOvFLr,Shortandda-age)｣に記入し,塞

損を示す借方額は製造間接費静定に振替えているOなお,ウエブナ-の差額処理について,詳し

67) 岡本教授は,｢ウェブナtは,かれのいう"腐準原価"と,ユ7-ス/の標準原価とがまった

く異なる性質cDものであることに気づかなかったo)である｣と述べておられるが,しかし,前節

でも検討したように,理論的には,管理視点から理想標準と弾力的な当座標準を,明確に区分し
ているのであるD 〔岡本,前掲書,61ページ)

68) F E Webner,ob cu.p 275

69) ウエブナーは,たえず,賃金制度と原価管理を不可分のものとして分析し.作業時間に関する

情報を原価切下げの視点から.最も重視したのであり,この点は初期の論文でも明確に指摘して

いる｡(拙稿,ウニフナーの原価会計観,｢経済論叢｣昇 124巻,第3･4号,昭和54年9 10月,
78ページ)

70) ウエブナーは,リスト･,て一七ソテーノ法のもとでは,通常の割増制度とともに,賃金制度と

しての請負制度が時 利々用されると述べている. こcr)請負制度では,職長だけが誇負者となり,

彼が,企業の全般的な政矧こ従って,部門管理を行うが,労資間の紛争は彼の責任になるのであ
る｡LtlE Webner,op-cw,pp 117-119)

71),72) F EWet)lュer,OP cat,p 285
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IV r)エブナーの間接毛管理論

｢間接費の重圧は,多 くの場合,企業の盛衰を決定する要因である｣7いと述

べて.ウエブナーは間接費を原価管理の中心に位置つけているのである｡その

場令, 彼は, すでに賃金制度の分析でも示 したように, 生産o)増大による間

接費の切下げ という能率の視点か ら,間接費管理を捉えたのである｡かかる彼

の見解は,製品単位当り ｢間尊貴は ･生産の増大によって,全 く増加 しない

を基礎 とするものである｡

しか し,彼の間接費管理論は,さらに,別の視点からも捉えられている｡彼

は, ｢販売部門の機能は企業全体のために利益を実現することである｡製造部

門の本分は,要請される量 と質の製品をできる限 り低原価で生産することであ

るOこれが果された時,製造部門の責任はなくなる｣76) と述べているo販売部

門 と製造部門の部門間の業績評価の視点はウエブナーの重要な管理視点 となっ

ているのである｡

だか ら,彼は,販売費 と区分される製造間接費の選定をたいへん重視して,

この点について次のように述べているO ｢製造間妊費 と.商業上,あるいは,

販売上の経費｣77)との間には ｢厳格な区分｣78)がなされねばならない. ｢純粋に,

かつ,単に製品の販売に属する諸費目はいかなる製造原価に も属 しないのであ

って,この点は ･･製品の引渡 しと代金の回収 とに多かれ少なかれ直接的に関

係ある他o)商業上の経費についても同様である｣70㌔

｢このよ うな経費は,直接的,および,間接的に損益の賦課額であって,製

造によるものではない｣80)Uしたが って,かかる販売費と製造原価の明確な区分

に よって,適切な販売価格が容易に決定できるだけでなく, ｢また,製造部門

73) Lbid.p 142.

74),75) Iaid,p.60

76) 1bid,p 280

77).78),79)､80) ZbLd,p.143.
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と販売部門の適切で節約的な管理が大いに促進 されるのである｣81)o

以上のように, ウエブナ-は固定費認識に基づ く能率増進の視点に ととまら

ず,製造部門と販売部門の業績評価の視点から間接費管理を捉えているのであ

るOそして,彼はこの間接費管理における最 も ｢科学的な｣82)方法 として,秩

械率法の利用を推奨 している｡ そこで, 彼によるチャーチ (A.H.Church)

a-)補充率法の検討を取 りあげ88',両者の見解の相違点を明らかに しておきたい｡

チャーチの能率標準には ｢完全操業度｣8̀'が利用 されてお り, ウエブナ-の

検討はこの点か ら始 まるo ウエブナーは,チャーチの能率標準に対 して,｢こ

の決定は困難なものである｣85)と述べている｡ とい うのは,｢何が 100パーセ

ントの能率- 理想的轟件の もとでの最大生産量- を構成するのか｣86㌧ ま

た,｢現存の諸条件のもとでの機械の最大能率はそのいかなる部分なのか｣87),

さらに,｢今 日の最大能率は達成 されないか,あるいは,半年後の諸条件 と諸

手段の改善によってさえも超えられないのではなかろうか｣88)とい う疑問が残

るからであるo

Lたがって,様々な工場の ｢諸条件は異 っているので,機械の能率の決定に

対 して,固定 したルールを定式化することは不可能である｣bg)し,また,｢ある

工場に適合 しうる 〔能率標準 の〕決定方法は,外面的には塀似 した別の工場で

は,理論的にも実践的に も,全面的に誤ったものになろう｣90)ということにな

るOそ こか ら, ウエブナ-は,個々の工場の諸条件の具体的な分析の必要性を

強 く主張 しているのである91㌔

能率標準の設定を労務管理上の要請に対応 しつつ遂行 し.標準の弾力的連用

81) Iba ,p 144

82) 1b2d,p 246

$3) チャーチの補充率法は,個 の々機械を生産中心点に位置づけ,間接費予算を見欝り.完全操業
度に基づく機械率によって正常間接費を算定し,さらに,未配賦間接費を補充率によって二次的
に追加配賦する間接費配賦法であるd詳しくは,拙稿,TheEnglneerlngMagazlne と原価管
理,｢経済論叢｣,第123巻,第1･2号,昭和54年1 2月,104-106ページ参風,

84) A H.Church,Phductw7LFactors,1910,p 120
85).86),87),88),89) F.E Webner,opCIL,p 320
90).91) )bid.p 321,
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を主張 した彼の見解か らすれば,標準の設定は技術的側面か らだけではなく,

労務対策上の課題 と結びつけて,具体的に検討すべ き問題であるOだか ら,チ

ャーチの技術的な視点からの ｢100パーセソトの能率｣に対する ウエブナ-の

疑問は.労務管理の視点か ら実践的に原価管理を捉えたウエブナーの見解の一

貫性を,よく示す もの といえよう9㌔
さらに,Tl/-ブナーの見解は, ｢達成 された能率 と最大能率の差異｣93'が 構

成するロスの性格についても,チャーチと異なっている. ｢チャ-ナはかかる

･,スを全 く原価 とはみなしていない｣" のであるが, しか し, ウエブJ-描,

｢設備能力が完全に利用されていないという事実だけで,そのr,スが原価であ

るという事実 を軽視 してはならない｣95)と批判 している｡設備能力は常に利用

されなければ,永久に失なわれるものであり,かかるロスに対 しても,原価は

発生 してお り,支出がなされているからである96㌔ 彼によれば. ｢逆に 〔浪費

設備能力 wasted capaclty〕 は原価に反映すべ きであるo そして, 合理的に

要請され うることのすべては,偶発的な要因 (disturblngelement) - すな

わち, 能率上の失敗 - を明確に表示するような方法で反映させることであ

る｣97)a

ウエブナ-は,ここでは, ｢いかなる形態で存在しようとも,賢明な経営者

に とって,1ドルは 1ドルである｣98) という実際的な利益に結びつ く視点か ら,

非能率によるロスの原価性を認めているのである｡ しかし,それに もかかわら

ず,非能率によるロスと製造原価の明確な区分表示を強調 しているのである｡

92) ウエブナ-紘.原妬会計士の役割について,技術者の役割と区別して,会計士はそれぞれの粟
粒の技術的内容について習熟すべきであるとする｢誤った考え方｣を批判している.会計士にと
って,個 の々作業の技術的内容に精通することは｢望ましいことではあるが,本質的なことでは
ない｣のであって,原価会計の実務とその専門的方法についてこそ習熟すべきことを強調し.か
かる点から⊃工場の具体的諸条件の分析 検討を要請している｡(1bd ,pp 253-254)

93),94) Iba.,p321
95),96) Zbzd,p 322

97) Iba .p 323
98) F.E Webner,"ObtalnlngActualKnowledgeoftheCostoEProductlOn".TheEn

glneertngMagarme,Vo136.No1,Oct1908,p 77
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しか も,チャーチの見解では, ｢たとえ,完全操業が維持された としても,完

全 な生産量を達成 しえない失策は,独 自の賦課額 としては示 されない｣99)と指

摘 して,完全操業度が達成された としても,なお残る能率差異についても注意

を促しているのである｡

ウエブナ-とチャーチの見解o)相違は以上に尽 きるものではない｡最 も重要

な点は, 不完全操業による不働設備費に関する~両者の認識の差異である｡ チ

ャーチは, 補充率を ｢工場の能率の指原 (the cllrrent efflClenCy Of the

shop)｣100)と捉 え,｢最大能率｣101)に対 して, 工場が責任を負 う非能率を示す も

の と位置つけている｡ そ して, その原因は主 として, 技術的な ｢能率上の失

敗｣ とみなされていたのであるo Lたがって.能率増進をはか り.不完全操業

を完全操業に変えることによって原価切下げが推進されるという以上の結論は

みいだしえないのである10巳)0

しか し, ウエブナ-は,すでに, ｢最大能率｣に対する疑問として提起 して

いるように,その達成は工場の ｢回避可能な原因｣103)だけによって左右される

ものではないとみているoつまり,彼の見解は,機棟の完全操業時間に影響す

る要田は, ｢必ず しも,経営者によって統制されないが,しかし,しば しば,

販売上の諸条件によって全 く支配される｣104)のである｡

そこで,不完全操業による操業度差異について次のような認識 を示 しているo

ウエブナ-によれば, l固定費の変動 (tlleVarlation ofexpenseconstants)

は ･ほとんど製造部門に起因するものではない,それは販売部門o)需要o)変

動に最 も大 きく由来する｣⊥o5'のであるo Lたが って, 受注の削減につれて,作

業量の増大や減量,さらには,労働者の解雇について勧告するにすぎない職長

描, 操業度の決定について, ほ.とんど発言権 を持 っていないのである106)Oか

99),100),101) F E Webner.FactoryCoSt5,1911,p 324
102) ウェブナ-はチャーチの補充率法に対し7:,会計部門の混乱 (congest10m)を引き起すという

理由から,そり精密化を疑問視し⊂いる｡(Lbzd,p325)
103) )bld,p.326
104) Zb滋～,p 318

105),106),107) Zbd,p342
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かる理由か ら, ｢職長は間接費の変動をまった く統制することができないので

ある｣107)｡

このような職長によって統制 しえない不完全操業による間接費負担の増大 と

いう事実の典型的事例は ｢1907年恐慌｣108)につづいて多 くの=場でみ られたの

である｡ ｢こ0)時期に,工場は 〔低〕操業を維持 したが, しか し,受注が減少

し,その結果,原価が高騰 したのである｣109)o Lか し, それに もかかわらず,

｢実際問題 として,実際製造原価は,増大 した固定費だけを除けば,その時 も

他の時期 もなんら変 らなか ったのである｣110)とウエブナーは述べている｡

明らかに彼は,不完全操業による操業度差異を,固定費が不倒費 として現象す

るもの として位置づけてお り.さらに,当時の実務において,かかる不倒設備費

は ｢まった く異常費 として処理 され,製造原価に配賦 されることに代って,損益

勘定をつ うじて吸収されたのである｣Hl)とい う実務認識を示 しているのであるO

以上に検討 したように,ウエブナーは最大能率を基準 とした能率の測定を中

心課題 としたチャーチの限界を超えて,さらに,製造部門 と販売部門の業績評

価の視点か ら,不完全操業に基っ く不倒費認識を示 しているのである. ウエブ

チ-描,一方では,操業度の上昇による間接費の切下げは,労働者の賃金には

全 く考慮されない経営者の明確 な利益 として捉えるとともに,他方では,不況

期には,不完全操業による操業度差異を,製造部門 と販売部門の部門間の業績

評価の視点か ら位置つけたのであって,彼の見解は,当時の経済情勢に弾力的

に対応 した,きわめて実践的な管理内容をもつ もの と理解することができよう｡

Ⅴ お あ り に

108) Lbid,p.345 この1907年恐慌が原価会計に与えた影響は注目すべきであろうoウエブナ-だ

むうでなく,能率技師,フイッカ-(N T FIL;kt･r)らも,不働費の非原価性に注目したのである
(N T FLCker,"OverheadExpenseDIStrlbut10nH,TheEnB7neerLng Maga.2;子ne,γol
5O,No4,Jam 191().pp 536-537)

109),110).111) ZbZd,p343
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-スソ,チャーチら能率技師の見解 を,一層.実践的に具体化 し/た もの として

位置つけることができるとともに,当時の労働運動ないし,労務対策上の要請

を十分にふまえて,登場してきたものとまとめることができよう｡

ウエブナーは.テイラーの理想標準を実践的に具体化 し,その弾力的な運用

を労務管理上の不可欠な課題 として捉え,能率指標 として,理想標準 と明確に

区分される,いわば当座標準の内容を明らかに したのであった｡

さらに,彼は,かかる標準概念を原価計算に導入 し,一般会計の簿記機構 と

結合 した標準原価計算論を展開 したのである｡ しか も,原価差異分析を原価構

成比率の分析 として示 しただけではなく,当時の原価管理の中心に位置 した間

凄費管理において,不完全操業に基っ く操業度差異を,不働費 として現象する

固定費 として認識 し,製造 ･販売の部門間の業績評価の視点か ら位置づけ,不

働費の原価性否認実静を評価 したのであったO

かかるウニフナ-0-)見解は,標準原価iの利用を最初に明確に主張 したエ7-

スソ,ならびに,能率視点から不倒費を捉えたチャーチの見解 を,一段 と有効

な管理視点にまで高め実践的に具体化 したものとして,注 目に値するであろう｡

したが って,テイラーに始まり,部門間の ｢協同 と調整｣の視点か ら棟準原価

計算論を完成 させた- 1)スン (G.C.HarrlSOn) に至る漂準原価計算の史的展

開において11巳), ウエブナ-はこの両者を媒介する重要な史的位置を占めるも

のである, と結論できよう｡

もし,かかるウエブナ-評価が正 しいならは,松本教授に代表される従来の

ウエブナー評価は再考を要するのではなかろうか,そ して,また,我が国だけ

でなく,米国の研究においても,管理視点か らは原価計算史上あまり重視され

ていない会計士の役割は,原価管理の実際に別 して, もっと重視されるべきで

はなかろうか｡

(1979 7 2稿)

112) -1)スソの標準原価計算論については,野村秀和,-リスソの原価会計観,｢経済論叢｣第101

巻,第4号.昭和43年 4月を参頗されたいo


